
参
議
院
議
員
福
島
み
ず
ほ
君
提
出
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
及
び
原
子
力
災
害
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

菅
前
内
閣
総
理
大
臣
の
辞
職
後
の
個
別
の
発
言
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控

え
た
い
が
、
国
は
、
こ
れ
ま
で
原
子
力
政
策
を
推
進
し
て
き
た
こ
と
に
伴
う
社
会
的
な
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
東
京
電
力
株

式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
へ
の

対
応
に
つ
い
て
も
、
そ
の
責
任
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

野
田
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
日
に
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
し
て
以
降
、
本
件
事
故
に
係
る
原
子
力
災

害
対
策
本
部
長
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
五
十
六
号
。
以
下
「
原
災
法
」
と
い
う
。
）
等
に
関
す
る
説
明
を
受
け
て
い
る
。
現
在
、
本
件
事
故
の
教
訓
を
踏
ま
え
、

原
子
力
防
災
対
策
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
が
地
方
自
治
体
及
び
原
子
力
事
業
者
等
と
共
同
し
て
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
原
子
力
防
災
訓
練
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
故
の
発
生
以
降
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
、
当
該
見
直
し
を



踏
ま
え
、
実
施
時
期
や
内
容
等
に
係
る
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

原
災
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百

二
十
三
号
。
以
下
「
災
対
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
事
業
者
を
含
む
災
害
予
防
責

任
者
は
防
災
訓
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
本
件
事
故
の
よ
う
な
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン

ト
を
想
定
し
た
防
災
訓
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
等
に
つ
い
て
は
、
十
分
反
省
し
、
原

子
力
防
災
の
抜
本
的
改
善
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
原
子
力
事
業
者
に
対
し
て
は
、
本

件
事
故
の
よ
う
な
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
想
定
し
た
原
子
力
防
災
対
策
の
強
化
を
求
め
る
こ
と
と
し
、
法
令
上
で
明
確
に

す
る
た
め
の
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
国
に
お
い
て
は
、
万
一
、
原
子
力
施
設
に
お
い
て
本
件
事
故
の

よ
う
な
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
発
生
し
た
場
合
等
に
備
え
、
周
辺
住
民
の
防
護
措
置
に
つ
い
て
の
新
た
な
基
準
や
手
順
の

整
備
等
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
原
災
法
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
た
め
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第



百
九
十
五
号
）
及
び
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省
・
運
輸
省
令
第
二
号

）
を
定
め
、
ま
た
、
原
災
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
対
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
防
災
基
本
計
画
を
定
め
、
更
に
当
該
計
画
に
基
づ
き
指
定
行
政
機
関
ご
と
に
防
災
業
務
計
画
を
定
め
て
い

る
。
加
え
て
、
お
尋
ね
の
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
計
画
を
運
用
し
、

原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
内
閣
参
質
一
七

九
第
二
一
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
示
し
し
た
と
お
り
、
各
府
省
等
に
お
い
て
規
程
等
を
作
成
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
、
防
災
基
本
計
画
、

原
子
力
災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
平
成
十
二
年
八
月
二
十
九
日
原
子
力
災
害
危
機
管
理
関
係
省
庁
会
議
）
に
つ
い
て
は
、
今

国
会
に
提
出
し
て
い
る
原
災
法
の
改
正
案
、
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
調
査
・
検
証
委
員
会
が
平
成
二

十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
中
間
報
告
」
等
を
踏
ま
え
改
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て

は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
規
程
等
に
つ
い
て
は
、
政
府
全
体
と
し
て
の
原
子
力
防
災
対
策
に
係
る
検
討
状

況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
個
別
に
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
原
子
力
防
災
対
策
に
つ
い
て
は
、
常
に
よ
り

高
い
水
準
を
目
指
し
て
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
そ
の
充
実
に
向
け
不
断
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で



あ
る
。

七
に
つ
い
て

福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
統
合
本
部
（
当
時
）
に
つ
い
て
は
、
政
府
に
お
い
て
、
東
京
電
力
と
同
じ
場
所
で
本
件
事

故
の
現
場
の
情
報
を
共
有
し
つ
つ
機
動
的
な
判
断
及
び
指
示
を
行
う
た
め
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
に
設
置
し
た
事
実

上
の
組
織
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

原
子
力
災
害
対
策
本
部
は
、
原
災
法
に
基
づ
き
、
原
子
力
防
災
組
織
を
含
む
関
係
機
関
が
実
施
す
る
緊
急
事
態
応
急
対
策

の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
を
そ
の
所
掌
事
務
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
た
る
内
閣
総
理
大
臣
と
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
原
子
力
防
災
組
織
を
統
括
す
る
同
発
電
所
長
と
が
直
接
話
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
原

災
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。


